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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  画像の劣化を定量的に確認することができる
超音波診断装置を提供する。
【解決手段】  超音波を送信する超音波送信部２１と、
被検体によって反射された超音波を受信する超音波検出
部２２と、所定の被検体によって反射された超音波を検
出して得られた信号を管理データとして記憶する管理デ
ータ記憶部４２と、表示画像の画質を確認する際に所定
の被検体によって反射された超音波を検出して得られた
信号を確認データとして記憶する２次記憶部４１と、管
理データ記憶部４２に記憶されている管理データと２次
記憶部４１に記憶されている確認データとを比較するデ
ータ比較部４３と、データ比較部４３によって得られた
比較結果を表示する画像表示部４５とを具備する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送信する超音波送信部と、
被検体によって反射された超音波を受信する超音波受信
部と、
所定の被検体によって反射された超音波を検出して得ら
れた信号を管理データとして記録する第１の記録部と、
表示画像の画質を確認する際に前記所定の被検体によっ
て反射された超音波を検出して得られた信号を確認デー
タとして記録する第２の記録部と、
前記第１の記録部に記録されている管理データと前記第
２の記録部に記録されている確認データとを比較する比
較部と、
前記比較部によって得られた比較結果を表示する画像表
示部と、を具備する超音波診断装置。
【請求項２】  前記管理データ及び前記確認データを得
る際に、前記所定の被検体に対して超音波を同じ条件で
送信し、前記所定の被検体によって反射された超音波を
同じ条件で受信し、前記所定の被検体によって反射され
た超音波を検出して得られた信号に同じ処理を施すこと
を特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】  前記第１及び第２の記録部が、前記所定
の被検体を１次元スキャン、２次元スキャン、又は、３
次元スキャンすることによって得られた信号を記録する
ことを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装
置。
【請求項４】  前記所定の被検体が、ファントム、音響
インピーダンスを段階的に変化させた物体、又は、近接
して配置された複数の鉄球を含む物体であることを特徴
とする請求項１～３のいずれか１項記載の超音波診断装
置。
【請求項５】  前記画像表示部が、前記第１の記録部に
記録されている管理データ及び前記第２の記録部に記録
されている確認データのそれぞれの波形、前記第１の記
録部に記録されている管理データ及び前記第２の記録部
に記録されている確認データのそれぞれのピーク値、前
記第１の記録部に記録されている管理データ及び前記第
２の記録部に記録されている確認データのそれぞれのピ
ーク値の差、又は、前記第１の記録部に記録されている
管理データ及び前記第２の記録部に記録されている確認
データのそれぞれの周波数特性を表示することを特徴と
する請求項１～４のいずれか１項記載の超音波診断装
置。
【請求項６】  前記画像表示部に所定のパターンを表示
させるための画像信号を記録する第３の記録部を更に具
備する請求項１～５のいずれか１項記載の超音波診断装
置。
【請求項７】  前記画像表示部に表示された所定のパタ
ーンを撮像する撮像部を更に具備する請求項６記載の超
音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、人体に超音波を送
信し、人体によって反射された超音波を受信し、受信し
た超音波に基づく画像を表示する超音波診断装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】超音波診断装置の画像表示部（例えば、
ＣＲＴ、ＬＣＤ等）に表示される画像の画質は、種々の
要因によって劣化する。例えば、超音波を送信又は受信
する超音波トランスジューサの劣化によって画像のＳ／
Ｎ比が劣化し、また、画像表示部の劣化によっても画質
が劣化する。従来の超音波診断装置においては、このよ
うな画質の劣化が発生した場合に、超音波診断装置内の
状態を確認することが出来ないため、超音波診断装置内
の画像表示部又は画像表示部以外の各部のいずれが画質
劣化の原因であるかを確認することが出来なかった。ま
た、画質の劣化が発生した場合に、画質の劣化を定量的
に判断することが出来なかった。
【０００３】ところで、本願出願人は、日本国特許出願
公開（特開）平９－１９０１７０号公報（以下、「文献
１」ともいう）において、画像信号に対して所定の階調
変換条件により階調変換処理を施して、該画像信号を発
光表示手段に表示する画像表示方法において、発光表示
手段に照射される外光レベルを検出し、該検出結果に基
づいて、所望とする階調となるように階調変換条件を変
更する画像表示方法を開示した。しかしながら、文献１
に開示された画像表示方法は、外光レベルに応じて表示
される画像の階調を変更することができるものではある
が、画質の劣化にまで対応するものではない。
【０００４】また、本願出願人は、特開平９－１４６５
１３号公報（以下、「文献２」ともいう）において、画
像信号に対して階調変換処理を施して、該画像信号を発
光表示手段に表示する画像表示方法において、発光表示
手段の輝度の劣化量を検出し、該劣化量に基づいて、発
光表示手段の輝度劣化を補正する画像表示方法を開示
し、特開平９－２１２１４４号公報（以下、「文献３」
ともいう）において、画像信号に対して所定の階調変換
テーブルにしたがって階調変換処理を施して、該画像信
号を画像表示手段に表示する画像表示方法において、画
像表示手段の輝度の劣化量を検出し、該劣化量に基づい
て、該画像表示手段の輝度劣化が補正されるように階調
変換テーブルを補正する画像表示方法を開示した。しか
しながら、文献２に開示された画像表示方法及び文献３
に開示された画像表示方法は、発光表示手段又は画像表
示手段の輝度の劣化量を検出し、発光表示手段又は画像
表示手段の輝度劣化を補正するものではあるが、発光表
示手段又は画像表示手段の輝度劣化を定量的に確認する
ことにまで対応するものではない。
【０００５】また、本願出願人は、特開２０００－２７
８７２１号公報（以下、「文献４」ともいう）におい
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て、表示装置の画面に所定のテストパターンを表示し
て、このテストパターンをデジタルデータとして取り込
み、取り込んだデジタルデータを、当該表示装置におい
て過去に同様の方法で予め取得しておいた基準データと
比較して両者間のずれ量を出力する表示装置の画質確認
方法等を開示した。しかしながら、文献４に開示された
表示装置の画質確認方法等は、表示装置に表示される画
像の画質の定量的かつ客観的な評価を行うことができる
が、表示装置を有する医用診断装置等の画像表示装置以
外の部分に起因する画質の評価をも行うものではない。
【０００６】また、本願出願人は、特開２０００－２８
７２２７号公報（以下、「文献５」ともいう）におい
て、表示装置の画面に、複数の周波数のそれぞれに対応
する複数のラインペアからなる矩形波テストパターン
を、画面における表示位置が一定になるように表示し
て、このテストパターンをデジタルデータとして取り込
み、取り込んだデジタルデータから各周波数に対応する
レスポンスを求め、これから当該表示装置のＣＴＦ値を
求め、さらにこれからＭＴＦ値を算出する表示装置の鮮
鋭度測定方法を開示した。しかしながら、文献５に開示
された表示装置の鮮鋭度測定方法は、表示装置に表示さ
れる画像の正確な鮮鋭度測定を行うことができるが、表
示装置を有する医用診断装置等の画像表示装置以外の部
分に起因する画質の評価をも行うものではない。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】そこで、上記の点に鑑
み、本発明は、画質の劣化を定量的に確認することがで
きる超音波診断装置を提供することを第１の目的とす
る。また、本発明は、画質の劣化の原因が画像表示部又
は画像表示部以外の部分のいずれにあるのかを確認する
ことができる超音波診断装置を提供することを第２の目
的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】以上の課題を解決するた
め、本発明の第１の観点に係る超音波診断装置は、超音
波を送信する超音波送信部と、被検体によって反射され
た超音波を受信する超音波受信部と、所定の被検体によ
って反射された超音波を検出して得られた信号を管理デ
ータとして記録する第１の記録部と、表示画像の画質を
確認する際に所定の被検体によって反射された超音波を
検出して得られた信号を確認データとして記録する第２
の記録部と、第１の記録部に記録されている管理データ
と第２の記録部に記録されている確認データとを比較す
る比較部と、比較部によって得られた比較結果を表示す
る画像表示部とを具備する。
【０００９】本発明の第１の観点によれば、第１の記録
部に記録された管理データと第２の記録部に記録された
確認データとを比較することにより、表示される画像の
画質の劣化を定量的に確認することができる。
【００１０】また、本発明の第２の観点に係る超音波診
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断装置は、上記した超音波診断装置において、画像表示
部に所定のパターンを表示させるための画像信号を記録
する第３の記録部を更に具備する。
【００１１】本発明の第２の観点によれば、画像表示部
に所定のパターンを表示させることにより、画質の劣化
の原因が画像表示部又は画像表示部以外の部分のいずれ
にあるのかを確認することができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施の形態について説明する。図１は、本発明の一実施形
態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図であ
る。図１に示すように、本実施形態に係る超音波診断装
置１は、超音波探触子２と、本体３と、本体３によって
表示された画像の画質を測定するためのディジタルカメ
ラ等の輝度測定部４とを備えている。超音波探触子２
は、本体３からの駆動信号に基づいて被検体に超音波を
送信するＰＺＴ、ＰＶＤＦ等の超音波送信部２１と、本
体３から受光した光を被検体内で反射された超音波によ
って変調するためのファイバーアレイ等の超音波検出部
２２とを含んでいる。
【００１３】本体３は、タイミング制御部３１と、送信
回路３２と、光源部３３と、分光部３４と、結像部３５
と、光検出部３６と、信号処理部３７と、Ａ／Ｄ変換部
３８と、１次記憶部３９と、画像処理部４０と、２次記
憶部４１と、管理データ記憶部４２と、データ比較部４
３と、基準パターン保持部４４と、画像表示部４５とを
含んでいる。タイミング制御部３１は、送信回路３２及
び信号処理部３７の動作タイミングを制御する。送信回
路３２は、タイミング制御部３１の制御下で、超音波送
信部２１を駆動するための駆動信号を出力する。送信回
路３２が出力する駆動信号は、所定の送信音圧又は波形
を有する超音波を超音波送信部２１に出力させるための
信号である。
【００１４】光源部３３は、所定の波長の光を発生す
る。分光部３４は、光源部３３から受光した光を超音波
検出部２２に伝送するとともに、超音波検出部２２から
受光した光を分光して結像部３５に出力する。光検出部
３６は、受光した光を電気信号に変換するＰＤ（フォト
ダイオード）、ＣＣＤ（電荷結合素子）等である。結像
部３５は、分光部３４から受光した光をフォーカスして
光検出部３６の検出面に結像させる。信号処理部３７
は、タイミング制御部３１の制御下で、光検出部３６か
ら出力される信号に検波処理等の所定の信号処理を行
う。Ａ／Ｄ変換部３８は、信号処理部３７から出力され
るアナログ信号をディジタル信号（検出データ）に変換
する。
【００１５】１次記憶部３９は、Ａ／Ｄ変換部３８から
出力されるディジタル信号を記憶する。画像処理部４０
は、１次記憶部３９に記憶されたディジタル信号に階調
処理等の所定の画像処理を施すことにより、画像信号
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（画像データ）を生成する。２次記憶部４１は、画像処
理部４０によって生成された画像信号を記憶する。管理
データ記憶部４２は、超音波診断装置１の管理データ記
憶動作時において、２次記憶部４１に記憶された画像信
号を受信して記憶する。画像表示部４５は、画像処理部
４０によって生成された画像信号等に基づく画像を表示
する。
【００１６】データ比較部４３は、画像表示部４５以外
の各部に起因する画質の劣化を確認する際に、２次記憶
部４１に記憶された画像信号と管理データ記憶部４２に
記憶された画像信号とを比較し、比較結果を示す画像を
画像表示部４５に表示させる。また、データ比較部４４
は、画像表示部４５に起因する画質の劣化を確認する際
に、管理データ記憶部４２に記憶された画像信号と輝度
測定部４によって撮像された画像信号とを比較し、比較
結果を示す画像を画像表示部４５に表示させる。基準パ
ターン保持部４４は、画像表示部４５にＳＭＰＴＥパタ
ーン等を表示させるための所定の画像信号を保持する。
ここで、ＳＭＰＴＥパターンとは、図２に示すようなパ
ターンであり、米国の学会であるSociety of Motion Pi
cture and Television Engineersが医用画像の品質管理
のためのテストパターンとして推奨し、北米放射線学会
が批准したパターンである。
【００１７】次に、本発明の一実施形態に係る超音波診
断装置の動作について説明する。まず、超音波診断装置
の超音波診断動作について説明する。オペレータが、被
検体に対向するように超音波診断装置１の超音波探触子
２を保持するとともに超音波診断動作の開始を超音波診
断装置１に指示すると、超音波診断装置１は、超音波診
断動作を開始する。超音波診断動作においては、送信回
路３２が、タイミング制御部３１の制御下で駆動信号を
超音波送信部２１に送信し、超音波送信部２１が、駆動
信号に従って超音波を被検体に送信する。超音波送信部
２１から送信された超音波は、被検体内の臓器等によっ
て反射され、超音波検出部２２に到達する。次に、超音
波検出部２２が、被検体によって反射された超音波を受
信する。具体的には、超音波検出部２２において、光源
部３３によって生成された所定の波長を有する光が、被
検体内の臓器等によって反射された超音波によって変調
される。
【００１８】次に、分光部３４から出射された光が、結
像部３５の働きによって光検出部３６の検出面に結像さ
れ、光検出部３６が、超音波検出部２２において変調さ
れた光をアナログの電気信号に変換する。信号処理部３
７は、光検出部３６から出力されたアナログの電気信号
に所定の信号処理を施し、Ａ／Ｄ変換部３８は、信号処
理部３７から出力された電気信号からディジタル信号を
生成する。１次記憶部３９は、Ａ／Ｄ変換部３８によっ
て生成されたディジタル信号を記憶し、画像処理部４０
は、１次記憶部３９に記憶されたディジタル信号に所定
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の画像処理を施すことにより、画像データを生成する。
画像表示部４５は、画像処理部４０によって生成された
画像データに基づいて、被検体内の臓器等の超音波画像
を表示する。このように、超音波診断装置１を用いて超
音波診断を行うことができる。
【００１９】次に、超音波診断装置の管理データ記憶動
作について、図１及び図３を参照しながら説明する。図
３は、超音波診断装置の管理データ記憶動作を示すフロ
ーチャートである。オペレータが、所定時（例えば、超
音波診断装置１を初めて使用する時等）に、超音波画像
のコントラスト又は分解能を測定するためのファントム
に対向するように超音波診断装置１の超音波探触子２を
保持するとともに管理データ記憶動作の開始を超音波診
断装置１に指示すると、超音波診断装置１は、図３に示
すような一連の管理データ記憶動作を開始する。
【００２０】管理データ記憶動作においては、送信回路
３２が、タイミング制御部３１の制御下で駆動信号を超
音波送信部２１に送信し、超音波送信部２１が、駆動信
号に従って所定の送信音圧又は波形を有する超音波をフ
ァントムに送信する（ステップＳ１０１）。超音波送信
部２１から送信された超音波は、ファントムによって反
射され、超音波検出部２２に到達する。次に、超音波検
出部２２が、ファントムによって反射された超音波を受
信する（ステップＳ１０２）。具体的には、超音波検出
部２２において、光源部３３によって生成された所定の
波長を有する光が、ファントムによって反射された超音
波によって変調される。
【００２１】次に、分光部３４から出射された光が、結
像部３５の働きによって光検出部３６の検出面に結像さ
れ、光検出部３６が、超音波検出部２２において変調さ
れた光をアナログの電気信号に変換する。信号処理部３
７は、光検出部３６から出力されたアナログの電気信号
に所定の信号処理を施し、Ａ／Ｄ変換部３８は、信号処
理部３７から出力された電気信号からディジタル信号を
生成する。１次記憶部３９は、Ａ／Ｄ変換部３８によっ
て生成されたディジタル信号を記憶し、画像処理部４０
は、１次記憶部３９に記憶されたディジタル信号に所定
の画像処理を施すことにより、画像データ（以下、単に
「管理データ」ともいう）を生成する。画像処理部４０
によって生成された管理データは、２次記憶部４１に記
憶され、更に管理データ記憶部４２にも記憶される（ス
テップＳ１０３）。
【００２２】このようにして生成された管理データは、
管理データ記憶動作時における超音波診断装置１の各部
（超音波送信部２１、超音波検出部２２、タイミング制
御部３１、送信回路３２、光源部３３、分光部３４、結
像部３５、光検出部３６、信号処理部３７、Ａ／Ｄ変換
部３８、１次記憶部３９、画像処理部４０、２次記憶部
４１、及び、管理データ記憶部４２）の特性（劣化の度
合い）を表しているものと考えることができる。
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【００２３】次に、超音波診断装置の画質劣化確認動作
について、図１及び図４を参照しながら説明する。図４
は、超音波診断装置の画質劣化確認動作を示すフローチ
ャートである。オペレータが、所定時（例えば、毎朝画
像診断装置１の使用を開始する時、又は、オペレータが
画像表示部４５に表示される画像の画質が低下している
と判断した時等）に、管理データ記憶動作時に用いたも
のと同じファントムに超音波診断装置１の超音波探触子
２を押し当てるとともに画質劣化確認動作の開始を超音
波診断装置１に指示すると、超音波診断装置１は、図４
に示すような一連の画質劣化確認動作を開始する。
【００２４】画質劣化確認動作においては、送信回路３
２が、タイミング制御部３１の制御下で駆動信号を超音
波送信部２１に送信し、超音波送信部２１が、駆動信号
に従って管理データ記憶動作時と同じ送信音圧又は波形
を有する超音波をファントムに送信する（ステップＳ２
０１）。超音波送信部２１から送信された超音波は、フ
ァントムによって反射され、超音波検出部２２に到達す
る。次に、超音波検出部２２が、ファントムによって反
射された超音波を受信する（ステップＳ２０２）。具体
的には、超音波検出部２２において、光源部３３によっ
て生成された所定の波長を有する光が、ファントムによ
って反射された超音波によって変調される。
【００２５】次に、分光部３４から出射された光が、結
像部３５の働きによって光検出部３６の検出面に結像さ
れ、光検出部３６が、超音波検出部２２において変調さ
れた光をアナログの電気信号に変換する。信号処理部３
７は、光検出部３６から出力されたアナログの電気信号
に所定の信号処理を施し、Ａ／Ｄ変換部３８は、信号処
理部３７から出力された電気信号からディジタル信号を
生成する。１次記憶部３９は、Ａ／Ｄ変換部３８によっ
て生成されたディジタル信号を記憶し、画像処理部４０
は、１次記憶部３９に記憶されたディジタル信号に所定
の画像処理を施すことにより、画像データ（以下、単に
「確認データ」ともいう）を生成する。画像処理部４０
によって生成された確認データは、２次記憶部４１に記
憶される（ステップＳ２０３）。
【００２６】次に、データ比較部４３が、管理データ記
憶部４２に記憶された管理データと２次記憶部４１に記
憶された確認データとを比較することにより、比較デー
タを生成する（ステップＳ２０４）。なお、データ比較
部４３が、管理データと確認データとの間の差分算出処
理、除算処理を行うようにしても良い。画像表示部４５
は、データ比較部４３によって生成された比較データに
基づく画像を表示する（ステップＳ２０５）。図５は、
管理データと確認データとを比較した画像の例を示す図
である。図５の（ａ）に示すように、管理データ及び確
認データのそれぞれの波形を表示することとしても良い
し、図５の（ｂ）に示すように数値（例えば、ファント
ムの所定位置の情報を反映する管理データ及び確認デー
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タのそれぞれのピーク値、管理データ及び確認データの
それぞれのピーク値の差等）で表示することとしても良
いし、図５の（ｃ）に示すように管理データ及び確認デ
ータのそれぞれの周波数特性（周波数－ゲイン線図）を
表示するようにしても良い。
【００２７】なお、本実施形態においては、管理データ
記憶動作時及び画質劣化確認動作時に、超音波を反射す
る物としてファントムを用いているが、コントラストを
確認する場合には、音響インピーダンスを段階的に変化
させた物体を用いることができる。また、分解能（方位
分解能又は距離分解能）を確認する場合には、図６の
（ａ）に示すように近接して配置された複数の鉄球５０
～５４を含む物体を用いることができる。超音波診断装
置１の分解能が劣化していない場合には、これらの鉄球
５０～５４を撮像すると図６の（ｂ）に示すような画像
が得られ、超音波診断装置１の分解能が劣化している場
合には、図６の（ｃ）に示すような画像が得られる。
【００２８】また、２次記憶部４１及び管理データ記憶
部４２が、ファントム等の被検体を１次元、２次元、又
は、３次元スキャンして得られた１次元、２次元、又
は、３次元データを記憶し、データ比較部４３が、２次
記憶部４１及び管理データ記憶部４２に記憶された１次
元、２次元、又は、３次元データを比較することとして
も良い。また、２次記憶部４１及び管理データ記憶部４
２が、ＲＦ信号、対数変換後のデータ、Ａ／Ｄ変換後の
データ等を記憶し、データ比較部４３が、２次記憶部４
１及び管理データ記憶部４２に記憶されたＲＦ信号、対
数変換後のデータ、Ａ／Ｄ変換後のデータ等を比較する
こととしても良い。
【００２９】このように、本実施形態に係る超音波診断
装置によれば、管理データと確認データとを比較するこ
とにより、超音波診断装置に表示される画像の画質の劣
化を定量的に確認することができる。
【００３０】なお、オペレータが画像表示部４５に表示
される画像の画質が低下していると判断して上記の画質
劣化確認動作を超音波診断装置１に実行させた結果、管
理データと確認データとの間に差がないという場合も考
えられる。この場合には、画像表示部４５が劣化してい
ると考えられるが、以下のようにして画像表示部４５の
劣化を確認することもできる。
【００３１】（１）画像表示部４５の輝度（階調）の劣
化の確認
基準パターン保持部４４が保持する画像信号に基づいて
所定の低コントラストパターン（例えば、ＳＭＰＴＥパ
ターン等）を画像表示部４５に表示させ、表示されたパ
ターンの見え方によって、画像表示部４５の輝度（階
調）の劣化を確認することができる。また、基準パター
ン保持部４４が保持する画像信号に基づいて所定のステ
ップパターンを画像表示部４５に順次表示させ、画像表
示部４５に表示された画像を輝度測定部４によって撮像
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して輝度データを生成し、予め取得され管理データ記憶
部４２に記憶された輝度データと比較することにより、
画像表示部４５の輝度（階調）の劣化を確認することが
できる。
（２）画像表示部４５の解像度の劣化の確認
基準パターン保持部４４が保持する画像信号に基づいて
所定の解像度測定用パターンを画像表示部４５に表示さ
せ、表示されたパターンの見え方によって、画像表示部
４５の解像度の劣化を確認することができる。また、所
定の解像度測定用パターンを画像表示部４５に順次表示
させ、画像表示部４５に表示された画像を輝度測定部４
によって撮像し、予め取得され管理データ記憶部４２に
記憶された撮像データと比較することにより、画像表示
部４５の解像度の劣化を確認することができる。
【００３２】
【発明の効果】以上述べた様に、本発明に係る超音波診
断装置によれば、表示される画像の画質の劣化を定量的
に確認することができ、また、画質の劣化の原因が画像
表示部又は画像表示部以外の部分のいずれにあるのかを
確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の構
成を示すブロック図である。
【図２】ＳＭＰＴＥパターンを示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の管
理データ記憶動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の画
質劣化確認動作を示すフローチャートである。
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【図５】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が表
示する画像の例を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が撮
像する対象である鉄球等を示す図である。
【符号の説明】
１  超音波診断装置
２  超音波探触子
３  本体
４  輝度測定部
２１  超音波送信部
２２  超音波検出部
３１  タイミング制御部
３２  送信回路
３３  光源部
３４  分光部
３５  結像部
３６  光検出部
３７  信号処理部
３８  Ａ／Ｄ変換部
３９  １次記憶部
４０  画像処理部
４１  ２次記憶部
４２  管理データ記憶部
４３  データ比較部
４４  基準パターン保持部
４５  画像表示部
５０～５４  鉄球

【図１】
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